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平成 30 年９月 20 日 

                         原 子 力 安 全 対 策 課 

                         ( ３ ０ － ３ ０ ) 

                         ＜ 15 時記者発表＞ 

 

高浜発電所３号機の定期検査状況について 

（蒸気発生器伝熱管の渦流探傷検査結果に対する原因と対策） 

 

 

 このことについて、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。 

 

記 

 

高浜発電所３号機（加圧水型軽水炉；定格電気出力 87.0 万ｋＷ）は、平成 30 年

８月３日から第 23 回定期検査を実施しているが、３台ある蒸気発生器（ＳＧ）の

伝熱管全数※１について渦流探傷検査(ＥＣＴ)を実施した結果、Ｃ－ＳＧの伝熱管

１本の高温側管板部で、内面（１次側）からの有意な欠陥信号が認められた。欠陥

信号が認められた原因は、過去の調査結果等から、ＳＧ製作時に発生した管内面で

の引張り残留応力が運転時の内圧と相まって、伝熱管内面で応力腐食割れが発生・

進展したものと推定され、対策として、当該伝熱管に閉止栓（機械式栓）を施工し、

使用しないこととした。 

また、Ａ，Ｂ－ＳＧの伝熱管については、有意な欠陥信号は認められなかったも

のの、Ａ－ＳＧの伝熱管１本で、外面（２次側）からの微小な減肉と見られる信号

指示（判定基準未満）が認められた。このため、当該箇所を小型カメラで点検した

ところ、伝熱管と管支持板の間に異物を確認した。 

 なお、この事象による環境への放射能の影響はない。 
 

   ※１ 既施栓管を除きＡ－ＳＧで 3,273 本、Ｂ－ＳＧで 3,248 本、Ｃ－ＳＧで 3,263 本、合計 9,784 本 

 

［平成 30 年９月 12 日記者発表済み］ 

 

 

１ 原因調査 

（１）小型カメラで確認した異物に関する調査 

  Ａ－ＳＧの伝熱管外面の微小な減肉の原因を調査するため、伝熱管と管支持板

の間で確認した異物（長さ約 13mm、幅約５mm、厚さ１mm 未満）を専用工具でつ

かんだところ、容易に砕けたことから、当該異物は脆い性状であることがわかっ

た。 

当該異物の一部を回収し、工場において、外観観察、金属組織観察、化学成分

分析等を実施した結果、主成分はマグネタイト（酸化鉄の一種）であり、比較の

ために回収したＳＧ内のスラッジ※２の分析結果と同様であったことから、当該異
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物はスラッジであることを確認した。 

スラッジは、内部に多数の空洞を有し脆いため、衝突等で伝熱管に減肉を生じ

させることは考えられないことから、当該異物は、伝熱管の外面減肉の要因では

ないものと推定した。 
 

   ※２ ２次系配管に含まれる鉄の微粒子が、給水系統によってＳＧ内に流れ集まって生成されるもの 

 

（２）伝熱管の外面減肉の要因に関する調査 

  小型カメラで確認した異物（以下、スラッジという）を回収した後、減肉信号

が確認された伝熱管の外観点検を行った結果、伝熱管外面に微小な摩耗痕（長さ

約 4.5mm、幅約 2.5mm）が確認された。 

  当該伝熱管について再度ＥＣＴを実施した結果、スラッジ回収前と同じ減肉信

号を確認しており、摩耗痕と減肉信号指示の位置は一致していた。 

  また、摩耗痕の位置は、伝熱管と管支持板穴（以下、ＢＥＣ穴という）が接触

する部位ではないことから、伝熱管とＢＥＣ穴が接触しない空間に何らかの異物

が接触し、伝熱管外面を減肉させた可能性があると推定した。 
 

a. 外面減肉の要因となった異物 

・ 異物は、伝熱管の材質であるインコネル 600 を減肉させる強度を有すること

から、ステンレス鋼などの金属片であると推定した。 

 

b. ＳＧ内外における異物の調査 

・ 異物は、運転中は上向きの水の流れにより伝熱管とＢＥＣ穴の間に留まり、

停止後は当該部の下部に落下したものと推定されることから、ＳＧ内につい

て、減肉信号が確認された第３管支持板から管板までを小型カメラ等で確認

した結果、スラッジ以外の異物は確認されなかった。 

・ ＳＧの水は、定期検査開始後にタンクに回収された後、排出されることから、

この排水系統内の点検を行った結果、異物は確認されなかった。 

 

（３）外面減肉の要因となった異物の混入に関する調査 
 

a. 異物混入の可能性のある時期 

・ 減肉が認められたＡ－ＳＧの伝熱管について、過去のＥＣＴ結果を調査した

結果、前々回の定期検査（第 21 回）では減肉信号等は確認されなかったが、

前回の定期検査（第 22 回）時において外面にスラッジ等の付着を示す信号

が確認された。 

・ 今回の定期検査（第 23 回）では、外面からの減肉を示す信号が確認されて

いることから、スラッジが前々回の定期検査以降に当該伝熱管に付着し、そ

の後、前回の定期検査以降に異物がＳＧ内に流入し、当該部に入り込んだ可

能性が高いと考えられる。 
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b. 異物混入の経路 

・ ＳＧへ異物が混入する経路を検討した結果、主給水系統のうち主給水ブース

タポンプ入口のストレーナからＳＧまでの範囲およびＳＧへの水張りを行

うＳＧ水張り系統が想定された。 

・ 系統内部の機器の部品が損傷すること等により異物となる可能性は低いこ

とから、系統外部からの混入の可能性を調査した結果、弁やストレーナの分

解点検の際に作業員の衣服等に異物が付着していた場合、それが配管内に混

入する可能性があることを確認した。また、その弁等が配管の立ち上がり部

に取り付けられている場合、作業前後の異物確認時に目視による確認が困難

である範囲があることを確認した。 

 

（４）その他の調査結果 

  Ｂ，Ｃ－ＳＧについて、Ａ－ＳＧと同様に内部（２次側）を小型カメラ等で確

認した結果、スラッジ以外の異物は確認されなかった。 

 

 

２ 推定原因 

  Ａ－ＳＧの伝熱管の外面減肉が認められた原因は、伝熱管と管支持板の間に異

物が入り込み、運転中に繰り返し伝熱管に接触したことで摩耗減肉が発生したと

推定した。 

  また、異物は、前回の定期検査（第 22 回）中における弁やストレーナの分解

点検時に混入したものと推定した。 

 

 

３ 対策 

  当該伝熱管について、高温側および低温側管板部で閉止栓（機械式栓）を施工

し、使用しないこととする。 

  また、弁やストレーナの分解点検時に使用する機材や内部に立ち入る作業員の

衣服等に異物の付着がないことを確認することを作業手順書に追記して異物混

入防止の更なる徹底を図ることとした。 

  なお、今回の定期検査において、主給水系統のうち主給水ブースタポンプ入口

のストレーナからＳＧまでの範囲で弁等の分解点検を実施した箇所について内

部点検を行い、目視確認が困難である範囲についてはファイバースコープにより、

異物がないことを確認した。 

 

問い合わせ先 

原子力安全対策課（鷲田） 

内線 2353・直通 0776(20)0314 
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・取り出した異物（スラッジ）は、厚さ１ｍｍ未満の脆いもの
であり、伝熱管に減肉を生じさせることは考えられない。

高浜発電所３号機の定期検査状況について

（蒸気発生器伝熱管外面減肉信号の調査結果と対策）

添付資料（１／３）

減肉指示伝熱管

異物（スラッジ）

約6.3mm

約11.5mm

摩耗痕
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添付資料（２／３）
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異物が混入した範囲
（推定）

伝熱管に外面減肉を生じさせた異物は、前回の定期検査（第２２回）の作業で２次系に混入した後、
蒸気発生器内に流入し、当該部に入り込んだ可能性が高いと考えられる。

（１）微小な減肉が認められたＡ－ＳＧの伝熱管について、高温側および低温側管板部で閉止栓（機械式栓）
を施工し、使用しないこととする。

（２）弁やストレーナの分解点検時に使用する機材や内部に立ち入る作業員の衣服等に異物の付着がない
ことを確認することを作業手順書に追記して、異物混入防止の更なる徹底を図る。

なお、今回の定期検査において、主給水系統のうち主給水ブースタポンプ入口のストレーナからＳＧまで
の範囲で弁等の分解点検を実施した箇所について内部点検を行い、目視確認が困難である範囲について
はファイバースコープにより、異物がないことを確認した。

対 策

作業時に使用する機材や
作業員の衣服等に付着した
異物が垂直方向の配管内
に落ちると、作業後の異物
確認時に目視が困難な範
囲がある

ＳＧ水張りポンプ

外面減肉の要因となった異物混入の調査結果

確認できないエリア

弁（垂直）分解点検イメージ図

異物

ストレーナ開放点検イメージ図

異物
養生シート
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高浜発電所３号機の蒸気発生器伝熱管の施栓履歴

A-蒸気発生器
（3,382本）

B-蒸気発生器
（3,382本）

C-蒸気発生器
（3,382本）

合計
(10,146本）

施 栓 理 由
（）内は、実施した対策

使用前 ０ ０ １ １ 製作時の傷

第４回定検
(1989.1～2)

７ １２ ４ ２３ 振止め金具部の摩耗減肉

第５回定検
(1991.2～5）

１ １ ０ ２
振止め金具部の摩耗減肉
（振止め金具の取替実施）

第９回定検
(1996.3～6）

０ １ １ ２ 健全管の抜管調査

第１２回定検
(2000.2～4）

１ ３ ０ ４* 高温側管板拡管部の応力腐食割れ

第１３回定検
(2001.6～8）

５ ７ ５ １７*
高温側管板拡管部の応力腐食割れ
（ショットピーニング施工）

第１５回定検
(2003.12～2004.3）

９４ １１０ １０７ ３１１
旧振止め金具部の微小な摩耗減肉
（新方式のＥＣＴ採用）

第２１回定検
(2012.2～2016.2）

０ ０ １ １* 高温側管板拡管部の応力腐食割れ

第２２回定検
（2016.12～2017.6）

１ ０ ０ １* 高温側管板拡管部の応力腐食割れ

第２３回定検
(今回施栓予定）

１ ０ １* ２
Ａ：予防保全
Ｃ：高温側管板拡管部の応力腐食割れ

累積施栓本数 １１０ １３４ １２０ ３６４
*応力腐食割れ合計：２４本

［施栓率］ ［３．３％］ ［４．０％］ ［３．５％］ ［３．６％］

○蒸気発生器１基あたりの伝熱管本数：３，３８２本

○定検回数の下部に記載しているカッコ内の年月は、解列～並列

○安全解析施栓率は１０％

（伝熱管の施栓率が１０％の状態において、プラントの安全性に問題がないことが確認されている）

添付資料（３／３）
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